
   春日部市税条例の一部を改正する条例 

 

 春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の号（以下「改正後の号」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の号を当該改正後の号とする。 

 (2) 次の表中、改正前の号に対応する改正後の号が存在しない場合にあっては、当該改正

前の号を削る。 

 (3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次

に掲げる寄附金を支出した場合においては、法

第314条の７第１項に規定するところにより控

除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第

１号に掲げる寄附金を支出した場合にあって

は、当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の第34条の３及び前条の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除するものとする。

この場合において、当該控除額が当該所得割の

額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。 

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次

に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合

計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所

得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30

に相当する金額を超える場合には、当該100分の

30に相当する金額）が5,000円を超える場合に

は、その超える金額の100分の６に相当する金額

（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げる寄

附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が5,000

円を超える場合にあっては、当該100分の６に相

当する金額に特例控除額を加算した金額。以下

この項において「控除額」という。）をその者

の第34条の３及び前条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。この場合

において、当該控除額が当該所得割の額を超え

るときは、当該控除額は、当該所得割の額に相

当する金額とする。 

(１) 法第314条の７第１項第１号及び第２号

に掲げる寄附金 

(１) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄

附金（当該納税義務者がその寄附によって設

けられた設備を専属的に利用することその他

特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認めら

れるものを除く。） 

 (２) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第113

条第２項に規定する共同募金会（その主たる

事務所を県内に有するものに限る。）又は日

本赤十字社に対する寄附金（県内に事務所を

有する日本赤十字社の支部において収納され

たものに限る。）で、令第７条の17各号の規



定により定めるもの 

(２) 所得税法第78条第２項第２号及び第３号

に掲げる寄附金（同条第３項の規定により特

定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲

げる寄附金を除く。）並びに租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）第41条の18の２第２

項に規定する特定非営利活動に関する寄附金

のうち、次に掲げるものに対するもの 

(３) 所得税法第78条第２項第２号及び第３号

に掲げる寄附金（同条第３項及び租税特別措

置法第41条の18の３の規定により特定寄附金

とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附

金を除く。）のうち、次に掲げるものに対す

るもの 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第２項に

定めるところにより計算した金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義

務者が前年中に支出した同項第１号に掲げる寄

附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額

に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た金額の５分の３

に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の

第34条の３及び前条の規定を適用した場合の所

得割の額の100分の10に相当する金額を超える

ときは、当該100分の10に相当する金額）とする。

 (１) 当該納税義務者が第34条の３第２項に規

定する課税総所得金額（以下この項において

「課税総所得金額」という。）を有する場合

において、当該課税総所得金額から当該納税

義務者に係る前条第１号アに掲げる金額（以

下この項において「人的控除差調整額」とい

う。）を控除した金額が零以上であるとき 当

該控除後の金額について、次の表の左欄に掲

げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる割合 

  195万円以下の金額 100分の85  

  195万円を超え330万円以下

の金額 

100分の80  

  330万円を超え695万円以下

の金額 

100分の70  

  695万円を超え900万円以下

の金額 

100分の67  

  900万円を超え1,800万円以

下の金額 

100分の57  

  1,800万円を超える金額 100分の50  

 (２) 当該納税義務者が課税総所得金額を有す

る場合において、当該課税総所得金額から当

該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除

した金額が零を下回るときであって、当該納

税義務者が第34条の３第２項に規定する課税

山林所得金額（以下この項において「課税山

林所得金額」という。）及び同条第２項に規



定する課税退職所得金額（以下この項におい

て「課税退職所得金額」という。）を有しな

いとき 100分の90 

 (３) 当該納税義務者が課税総所得金額を有す

る場合において当該課税総所得金額から当該

納税義務者に係る人的控除差調整額を控除し

た金額が零を下回るとき又は当該納税義務者

が課税総所得金額を有しない場合であって、

当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税

退職所得金額を有するとき 次のア又はイに

掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイ

に定める割合（ア及びイに掲げる場合のいず

れにも該当するときは、当該ア又はイに定め

る割合のうちいずれか低い割合） 

 ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課

税山林所得金額の５分の１に相当する金額

について、第１号の表の左欄に掲げる金額

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る割合 

 イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課

税退職所得金額について、第１号の表の左

欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる割合 

附 則 附 則 

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第40条第

３項後段（同条第６項から第９項までの規定に

よりみなして適用する場合を含む。）の規定の

適用を受けた同法第40条第３項に規定する公益

法人等（同条第６項から第９項までの規定によ

り特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法

人を含む。）を同法第40条第３項に規定する贈

与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第

３条の２の３で定めるところにより、これに同

項に規定する財産（租税特別措置法第40条第６

項から第９項までの規定により特定贈与等に係

る財産とみなされる資産を含む。）に係る山林

所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額

に係る市民税の所得割を課する。 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第40条第３項後段（同条第６項

から第９項までの規定によりみなして適用する

場合を含む。）の規定の適用を受けた同法第40

条第３項に規定する公益法人等（同条第６項か

ら第９項までの規定により特定贈与等に係る公

益法人等とみなされる法人を含む。）を同法第

40条第３項に規定する贈与又は遺贈を行った個

人とみなして、令附則第３条の２の３で定める

ところにより、これに同項に規定する財産（租

税特別措置法第40条第６項から第９項までの規

定により特定贈与等に係る財産とみなされる資

産を含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得

の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割

を課する。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第314条の７第

２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当

する場合又は第34条の３第２項に規定する課税

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、同条第２項第２

号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合

又は第34条の３第２項に規定する課税総所得金



総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所

得金額を有しない場合であって、当該納税義務

者の前年中の所得について、附則第16条の３第

１項、附則第16条の４第１項、附則第17条第１

項、附則第18条第１項、附則第19条第１項又は

附則第20条の２第１項の規定の適用を受けると

きは、第34条の７第２項に規定する特例控除額

は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の

５第２項に定めるところにより計算した金額と

する。 

額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を

有しない場合であって、当該納税義務者の前年

中の所得について、附則第16条の３第１項、附

則第16条の４第１項、附則第17条第１項、附則

第18条第１項、附則第19条第１項又は附則第20

条の２第１項の規定の適用を受けるときは、第

34条の７第２項に規定する特例控除額は、同項

第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納

税義務者が前年中に支出した同条第１項第１号

に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を

超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲げ

る場合の２以上に該当するときは、当該各号に

定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た

金額の５分の３に相当する金額（当該金額が当

該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規

定を適用した場合の所得割の額の100分の10に

相当する金額を超えるときは、当該100分の10に

相当する金額）とする。 

 (１) 第34条の３第２項に規定する課税山林所

得金額を有する場合 当該課税山林所得金額

の５分の１に相当する金額について、第34条

の７第２項第１号の表の左欄に掲げる金額の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割

合 

 (２) 第34条の３第２項に規定する課税退職所

得金額を有する場合 当該課税退職所得金額

について、第34条の７第２項第１号の表の左

欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる割合 

 (３) 前年中の所得について附則第16条の４第

１項の規定の適用を受ける場合 100分の50 

 (４) 前年中の所得について附則第18条第１項

の規定の適用を受ける場合 100分の60 

 (５) 前年中の所得について附則第16条の３第

１項、附則第17条第１項、附則第19条第１項

又は附則第20条の２第１項の規定の適用を受

ける場合 100分の75 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の２  第10条の２  

８ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修

８ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修



工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第10

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課

税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課

税の特例） 

第16条の３  第16条の３  

３  ３  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

16条の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の

８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第16条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第16条の３第１項に規定する

上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附則

第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第16条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第16条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第16条の４  第16条の４  

３  ３  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び



規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

16条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の

８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第16条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第16条の４第１項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前

段、第34条の８、第34条の９第１項、附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第16条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第16条の４第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第17条  第17条  

３  ３  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

17条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第17条第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第17条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第17条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第17条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額」と、同項前段、第34条の８、第

34条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第17条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第17条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第17条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 



（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第18条  第18条 

５  ５  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

18条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第18条第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第18条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第18条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第18条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額」と、同項前段、第34条の８、第

34条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第18条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第18条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第18条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第19条  第19条  

２  ２  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

19条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第19条第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第19条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第19条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第19条第１項に規定する株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第34

条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第19条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割



の額及び附則第19条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及

び附則第７条の４中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第20条の２  第20条の２  

２  ２  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の

８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第20条の２第１項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前

段、第34条の８、第34条の９第１項、附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第20条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の２第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第20条の４  第20条の４  

２  ２  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の

８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第20条の４第１項に規定する



２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

条約適用利子等の額」と、同項前段、第34条

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の４

第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

５  ５  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条の４第３項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の

８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の４第３項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、第34条

の９第１項中「第33条第４項」とあるのは「附

則第20条の４第４項」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第20条の４第３項に規定する

条約適用配当等の額」と、同項前段、第34条

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の４第３項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の４

第３項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と、第34条の９第１項中「第33条第４

項」とあるのは「附則第20条の４第４項」と

する。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 （市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）第３４条の７の規定は、市民

税の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日以後に支出する同条第１項各号に掲げる寄

附金について適用する。 

２ この条例の施行の日から平成２３年１２月３１日までの間における新条例第３４条の７

の規定の適用については、同条第１項第２号中「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一

部を改正する法律（平成２３年法律第８２号）第１７条の規定による改正前の租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の３に規定する認定特定非営利活動法人

が行う特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定する特定非営

利活動に係る事業に関連する寄附金」とする。 


